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平成２３年第３回与論町議会臨時会会議録 

平成２３年５月２７日（金曜日）午後３時１８分開会 

 

１ 議事日程（第１号） 

  会議の宣告 

  第１  会議録署名議員の指名 

  第２  会期の決定 

  第３  議案第２４号 

第４  議案第２５号 

第５  承認第 １号 

第６  承認第 ２号 

 

 

２ 出席議員（１０人） 

   １番  川 村 武 俊 君      ２番  林   隆 寿 君 

   ３番  供 利 泰 伸 君      ４番  福 地 元一郎 君 

   ６番  本 畑 敏 雄 君      ７番  坂 元 克 英 君 

８番  喜 村 政 吉 君      ９番  野 口 靖 夫 君 

  １１番  大 田 英 勝 君     １２番  町 田 末 吉 君 

 

 

３ 欠席議員（２人）          欠員（０人） 

 

 

４ 地方自治法第１２１条による出席者（５人） 

 

  町    長 南   政 吾 君  総務企画課長 元 井 勝 彦 君 

  税 務 課 長 猿 渡 ケイ子 君  税務対策監兼収納対策室長 池 上 成 孝 君 

  町民福祉課長 沖 野 一 雄 君 

 

 

５ 議会事務局職員出席者（２人） 

 

  事 務 局 長 川 畑 義 谷 君  係   長 朝 岡 芳 正 君 
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開会  午後１５時１８分 

       - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

○議長（町田末吉君） ただいまから、平成２３年第３回与論町議会臨時会を開会し 

ます。 

    これから、本日の会議を開きます。 

    - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（町田末吉君） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

    会議録署名議員は、１番川村武俊君、６番本畑敏雄君を指名します。 

    - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（町田末吉君） 日程第２、「会期の決定の件」を議題とします。 

    お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。 

    御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 異議なしと認めます。 

    したがって、会期は本日１日と決定しました。 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

 日程第３ 議案第２４号 平成２３年度与論町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（町田末吉君） 日程第３、議案第２４号、平成２３年度与論町一般会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

    本案について、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（南 政吾君） よろしくお願いいたします。議案第２４号、平成２３年度一

般会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

歳入におきましては財政調整基金繰入金１，８８６万７，０００円、庁舎建

設基金繰入金５７０万円を計上しております。歳出につきましては、総務管理

費に研修旅費１８６万７，０００円、防災行政無線統制卓移設工事費６６０万

円を、また、社会福祉費に国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金１，７０

０万円を計上しております。歳入歳出予算にそれぞれ２，４５６万７，０００

円を追加し、一般会計予算総額３５億９，９６６万７，０００円となっており

ます。 

    御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明と

いたします。 

○議長（町田末吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

    これから、質疑を行います。質疑はございませんか。 

○議長（町田末吉君） これで、質疑を終わります。 

○議長（町田末吉君） お諮りします。議案第２４号は、会議規則第３９条第２項の

規定によって、委員会付託を省略したいと思います。 

    御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 異議なしと認めます。 

    したがって、議案第２４号については、委員会付託を省略することに決定し

ました。 

    これから、討論を行います。 

             [「なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 討論なしと認めます。 
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    これから、議案第２４号、平成２３年度与論町一般会計補正予算（第１号）

を採決します。 

    お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御意義ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 異議なしと認めます。 

    したがって、議案第２４号、平成２３年度与論町一般会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（町田末吉君） 日程第４、議案第２５号、平成２３年度与論町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

    本案について提案理由の説明を求めます。町長。 

○ 町長（南 政吾君） 議案第２５号、平成２３年度与論町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。今回の補正予算は、

平成２２年度の決算において、歳入不足が見込まれるため、平成２３年度予算

から繰上充用を行うものです。補正は歳入で一般会計繰入金１，７００万円の

追加、歳出で前年度繰上充用金１，７００万円を追加計上しております。 

    御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明と

いたします。 

○議長（町田末吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

    これから、質疑を行います。 

○議長（町田末吉君） これで、質疑を終わります。 

○議長（町田末吉君） お諮りします。議案第２５号は、会議規則第３９条第２項の

規定によって、委員会付託を省略したいと思います。 

    御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 異議なしと認めます。 

    したがって、議案第２５号については、委員会付託を省略することに決定し

ました。 

    これから、討論を行います。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第２５号、平成２３年度与論町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）を採決します。 

    お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御意義ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 異議なしと認めます。 

    したがって、議案第２５号、平成２３年度与論町国民健康保険特別会計補正 

   予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（町田末吉君） 日程第５、承認第１号、専決処分の承認を求めることについ

て（与論町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題とします。 

    本件について、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（南 政吾君） 承認第１号、専決処分の承認を求めることについて、地方税

法の一部を改正する政令（平成２３年政令第４４号）が平成２３年３月３０日

に交付され平成２３年４月１日施行により与論町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例を直ちに交付し４月１日より実施しなければならず、時間的に議
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会を招集することができないため専決処分したので、承認をお願いするもので

あります。主な改正内容は、国民健康保険税の医療給付費に係る課税限度額を

５０万円から５１万円に、後期高齢者支援金分に係る課税限度額を１３万円か

ら１４万円に、介護納付金分に係る課税限度額を１０万円から１２万円に改正

するものであります。 

    御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明と

いたします。 

○議長（町田末吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

    これから、質疑を行います。 

○議長（町田末吉君） これで質疑を終わります。 

○議長（町田末吉君） お諮りします。承認第１号は、会議規則第３９条第２項の規

定によって、委員会付託を省略したいと思います。 

    御意義ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 異議なしと認めます。 

    したがって、承認第１号については、委員会付託を省略することに決定しま

した。 

    これから、討論を行います。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 討論なしと認めます。 

    これから、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（与論町国民

健康保険税条例の一部を改正する条例）を採決します。 

    お諮りします。本件を承認することに御意義ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 異議なしと認めます。 

    したがって、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（与論町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例）は承認することに決定しました。 

 

○議長（町田末吉君） 日程第６、承認第２号、専決処分の承認を求めることについ

て（与論町国民健康保険条例の一部を改正する条例）を議題とします。 

    本件について、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（南 政吾君） 承認第２号、専決処分の承認を求めることについて、提案理

由を申し上げます。国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成２３

年３月３０日に公布され平成２３年４月１日施行により、与論町国民健康保険

条例の一部を改正する条例を直ちに公布し施行しなければならず、時間的に議

会を招集することができないため専決処分したので、その承認をお願いするも

のであります。主な改正内容といたしましては、平成２１年度に健康保険法の

改正により暫定的に出産一時金の支給額が平成２１年１０月１日から平成２３

年３月３１日までの間、３５万円を３９万円に４万円引き上げられていたが、

平成２３年度より恒久化する健康保険法の改正に伴うものであります。 

    御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明と

いたします。 

○議長（町田末吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

    これから質疑を行います。 

○議長（町田末吉君） ９番 

○９番（野口靖夫君） 池上さんには、専決処分や税関係の議案が審議されて、先ほ
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ど３つ可決されたわけでありますが、せっかく議会のほうに参与しております

から、いままで鹿児島県の本庁におられて、地方税法の在り方、いわゆる保険

税は、与論町の地方税でありますから、それの在り方、特に離島である我々は

今、介護保険やいろんなことで困っているわけです。どういうことかといいま

すと、財政基盤が非常に弱いこの離島にある中で、それを持ち出してみんなで

カバーしてやってきているわけです。特に介護保険等の保険税関係は、そうし

た場合に、一般財源に対する引締めが非常に厳しいと言わざるを得ない。特に

介護保険の場合は、この広域、和泊・知名・与論この３町で広域組合を成して

いますが、今、与論町はできれば県で一括して、特に介護保険というものは広

域合併していただいたほうが良いのではないかと、私は、こう考える一人です。

そこで、そういう介護保険の在り方、これを県の本庁のほうにおいて、この地

方の非常に厳しい財政の中でのこの在り方をどう考えているのか、総括的に個

人的にこうではないかということも言えないだろうとは思いますが、やはり我

が鹿児島県は、離島はたくさんある、財政基盤も非常に弱い、ならば鹿児島県

は独特な広域合併、介護保険合併などを進めた方がいいのではないか、県が音

頭をとって。そうしたほうがいいのではないかという御自身のお考えがおあり

なら、聞かせていただきたい。 

○税務対策監兼収納対策室長（池上成孝君） 

    ただいま、御質問を受けたのですが、私、本庁の福祉にいた時には生活保護

の担当をしておりましたので、御質問にあった健康保険とかこの辺りのところ

にはタッチしなかったものですから制度など詳しいことは全然分かっていない

のが実情です。ただ鹿児島県の市町村、どこも軒並み苦しい事情だというのは

県職員も皆知っておりますし、各市町村からそういった要望が本課のほうには

届いているだろうと思います。ですから県のほうにしても検討はしているもの

と思ってはおります。ただやはり法律などが絡んできますので、県でどうこう

できる部分とできない部分があるかと思いますので、そこに答えられる部分が

あるのではないかと思います。ただ各制度、ここ何年かで制度自体が変わって

おりますので、そこもまた今後もいろいろ見直しがあろうかと思います。その

中で、与論町にとっても良いように変われば良いのではないかと私も願ってい

る状況です。 

○９番（野口靖夫君） 

    恐らくそう言うのではないかと私も想像しながら質問したのです。前年まで

の足跡は存じ上げておりますけれども、ただ名前を知らなかっただけです。税

務の担当をしておられるということは聞いておりまして、そこで、私はこれか

ら与論町の職員と同じように同一レベルでものを考えられて、税務行政を進め

ていかれると思いますが、是非ひとつ早急に税務課長の猿渡さんもおられます

から、ひとつゆっくり相談されて、できれば私の要望、与論町と本庁との架け

橋になっていただきたい。本庁から来られているわけですから、定年退職され

るまで与論町におられるわけではなく、帰られるわけですから、そのためにい

ろいろと勉強されて、税務関係はどうあるべきか、というところを早急に勉強

されて是非架け橋となって、与論町民のために尽くしていただきたいとそうい

う気持ちで質問をしたつもりです。大変恐縮ですけれどもよろしくお願いしま

す。 

○議長（町田末吉君） これで質疑を終わります。 

○議長（町田末吉君） お諮りします。承認第２号は、会議規則第３９条第２項の規

定によって、委員会付託を省略したいと思います。 
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    御意義ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 異議なしと認めます。 

    したがって、承認第２号については、委員会付託を省略することに決定しま

した。 

    これから、討論を行います。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 討論なしと認めます。 

    これから、承認第２号、専決処分の承認を求めることについて（与論町国民

健康保険条例の一部を改正する条例）を採決します。 

    お諮りします。本件は承認することに御意義はありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（町田末吉君） 異議なしと認めます。 

    したがって、承認第２号、専決処分の承認を求めることについて（与論町国

民健康保険条例の一部を改正する条例）は、承認することに決定しました。 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

○議長（町田末吉君） これで本日の日程は、全部終了しました。 

    会議を閉じます。 

    平成２３年第３回与論町議会臨時会を閉会します。 

    御苦労様でした。 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

閉会  午後１５時３７分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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